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国際会計基準審議会は2023年8月15日に、「交換可能性の欠如（IAS第21号の改訂）」を公表しました。 

本改訂は公開草案（ED/2021/4）「交換可能性の欠如（IAS第21号の改訂案）」（2021年4月20日公表）について
寄せられたコメントを踏まえ、審議を重ねた結果として公表されたものです。

ポイント 

 ある通貨から他の通貨への交換が当局によって制限されていること等により
通貨の交換可能性が欠如している場合があります。現行基準には通貨の交換可
能性が長期的に欠如している場合にどのような為替レートを使用するかにつ
いての規定がなく、実務にばらつきが生じています。

 本改訂により、ある通貨が他の通貨に「交換可能である」とはどのような場合
を指すか定義が示され、交換可能でない場合、企業は原則として以下のいずれ
かにより直物為替レートを見積もることとなりました。

(a) 観察可能な調整されていない為替レート

(b) その他の見積技法

 また、他の通貨に交換可能でない場合、①他の通貨に交換可能でないことの性
質及びその財務的な影響、②使用した直物為替レート、③見積りのプロセス、
及び④他の通貨に交換可能でないことにより企業がさらされるリスクについ
て、開示が要求されることとなりました。

 本改訂は2025年1月1日以後開始する事業年度から適用されます。早期適用は
認められています。なお、適用に際して比較期間の修正再表示は禁止されてい
ます。
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1. 改訂の背景 

IAS第21号「外国為替レート変動の影響」は、外貨建取引の機能通貨への換算及び在外営
業活動体の財務諸表の表示通貨への換算に際して、直物為替レートの使用を要求してい
ます。IAS第21号において直物為替レートとは、即時の受渡しに適用される為替レートと
定義されています。ここで、IAS第21号には通貨の交換可能性が一時的に欠如している場
合に使用すべき為替レートの規定はありますが（IAS21.26）、通貨の交換可能性が長期的
に欠如している場合において使用すべき為替レートについての規定はありません。その
ため、交換可能性があるか否かの判断や、交換可能性がない場合に使用する為替レート
について、実務のばらつきがあることが指摘されていました。 

通貨の交換可能性が長期的に欠如している状況が生じるケースは比較的限定されている
ものの、そのような状況が生じた場合には当該国の経済状況は急速に悪化する可能性が
あります。その場合、上記の実務のばらつきが存在することにより、企業の作成する財務
諸表に重要な相違が生じてしまう懸念があります。 

そこで、本改訂では、ある通貨が他の通貨に交換可能であるとはどのような場合を指す
か、また、他の通貨に交換可能でない場合にどのような為替レートを使用すべきかが定
められています。 

 
2. 改訂の概要 

本改訂では、以下に関する要求事項が追加されています。 

(1) ある通貨が他の通貨に「交換可能である」の定義 

(2) 他の通貨に交換可能でない場合において使用する直物為替レートの見積り 

(3) 他の通貨に交換可能でない場合において必要となる開示 

上記(1)と(2)の関係を以下に図示します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*企業が直物為替レートを見積もる目的は、通常の経済環境のもとで市場参加者間での秩序あ
る取引に適用されたであろうレートを反映することにあります。  

Yes 

No 

（判定対象となる）通貨は測定
日において、特定の目的で他の
通貨に交換可能であるか？ 

IAS第21号の 

関連規定を適用する 

測定日において、以下のいずれかを用いて企業が直物為替レートを見積もる
目的*に適う直物為替レートを見積もる。 

(a) 観察可能な調整されていない為替レート 

(b) その他の見積技法 

Step 1－ 

交換可能性の判定 

Step 2－ 

他の通貨に交換可能
でない場合における 

直物為替レートの 

見積り 
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（1）交換可能性の判定（Step 1） 

本改訂では、ある通貨が他の通貨に交換可能であるとは、一定の時間内（事務的な理由によ
って通常生じる遅れは許容される）に、強制可能な権利義務を生じさせる市場／交換メカニ
ズムを通して、企業が当該通貨を他の通貨に交換することができる場合をいう、と定義され
ています。交換可能性の有無の判定は、測定日において、特定の目的について行われます。
当該判定にあたり考慮すべき事項として、以下が示されています。 

項目 内容 

一定の時間内での交
換 

直物為替レートは即時の受渡しに適用される為替レートと定義さ
れていますが、法律・規制上の理由やその他実務上の理由（例：祝
日）から、交換取引は必ずしも即時に完了しないことが考えられま
す。そのため、他の通貨を獲得する際、手続上通常生じる遅れがあ
ったとしても、交換可能でないとは判断しません。何が手続上通常
生じる遅れに該当するかは事実と状況によります。 

他の通貨を獲得する
ことができるか 

ある通貨が他の通貨に交換可能であるかを判定するにあたっては、
企業が当該他の通貨を獲得する能力があるかを考慮します。一方
で、企業の意図や実際に獲得する意思決定をしたかどうかは考慮し
ません。なお、第三の通貨への交換を介在させて間接的に当該他の
通貨に交換する能力がある場合も、他の通貨を獲得する能力がある
場合に含まれます。 

強制可能な権利義務
を生じさせる市場／
交換メカニズム 

ある通貨が他の通貨に交換可能であるかを判定するに際しては、企
業は、通貨の交換取引が強制可能な権利義務を生じさせる市場／交
換メカニズムのみを考慮します。 

他の通貨を獲得する
目的 

他の通貨を使用する目的に応じて、適用される為替レートが異なる
ことがあります（例：輸入取引と輸出取引とで適用される為替レー
トが異なる）。同様に、ある通貨が他の通貨に交換可能かどうかも、
企業が当該他の通貨を獲得する目的により異なり得ると考えられ
ます。したがって、交換可能性の有無の判定は、他の通貨を獲得す
る目的ごとに別々に行う必要があります。例えば、企業は、外貨建
取引を機能通貨に換算する際における通貨の交換可能性と、在外営
業活動体の財務諸表を表示通貨に換算する際における通貨の交換
可能性を、分けて検討する必要があります。 

獲得できる他の通貨
の金額的重要性 

他の通貨を僅少に過ぎない額しか獲得できない場合、当該他の通貨
には交換可能ではないとされています。企業は、他の通貨を獲得す
る目的ごとに、その目的を達成するために必要な金額の総計と企業
が獲得できる金額を比較する方法で、獲得できる他の通貨の金額的
重要性を評価します。 

 

（2）他の通貨に交換可能でない場合の直物為替レートの見積り（Step 2） 

他の通貨に交換可能でない場合、企業は測定日における直物為替レートを見積もることとさ
れています。企業が直物為替レートを見積もる目的は、通常の経済環境のもとで市場参加者
間での秩序ある取引に適用されたであろうレートを反映することにあります。直物為替レー
トの具体的な見積方法は示されていませんが、以下のいずれかを用いることができるとさ
れています。 

(a) 観察可能な調整されていない為替レート 

(b) その他の見積技法 
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（a）観察可能な調整されていない為替レートの使用 

観察可能な為替レートの例として、以下が示されています。 

例 内容 

企業が交換可能性を
判定した目的とは別
の目的においてであ
れば交換可能性があ
ると判定された場合
の為替レート 

交換可能性の判定は、企業がある通貨を他の通貨に交換する目的
ごとに判断します。したがって、交換可能性を判断した際の目的
においては交換可能性がないと判断された場合であっても、別の
目的においては交換可能性があると判断されることも考えられま
す。別の目的において観察可能な為替レートが、直物為替レート
を見積もる目的に適う場合には、当該観察可能な為替レートをも
って直物為替レートの見積りとすることが認められています。 

通貨の交換可能性が
回復した後に、企業が
当該通貨を初めて獲
得できる場合の為替
レート 

測定日時点において特定の目的で交換可能でない場合であって
も、測定日後に交換可能性が回復することが考えられます。この
ような場合、交換可能性が回復して初めて成立した為替レートが、
直物為替レートを見積もる目的に適う場合は、当該観察可能な為
替レートをもって測定日における直物為替レートの見積りとする
ことが認められています。 

 

（b）その他の見積技法の使用 

その他の見積技法を用いる企業は、観察可能な為替レート（強制可能な権利義務を生じ
させない市場／交換メカニズムのレートを含みます）を起点として、直物為替レートを
見積もる目的に適うよう必要に応じて調整を加えることが認められています。 

 

（3）他の通貨に交換可能でない場合に要求される開示 

本改訂では、他の通貨に交換可能でないことにより企業が直物為替レートを見積ってい
る場合、交換可能でないことが企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況
に与える（または与えると予想される）影響を財務諸表利用者が理解できる情報を企業
に開示させることが要求されています。当該開示目的を達成するため、企業は、①他の通
貨に交換可能でないことの性質及びその財務的な影響、②使用した直物為替レート、③
見積りのプロセス、及び④他の通貨に交換可能でないことにより企業がさらされるリス
クについて、開示が求められています。具体的には、以下の情報及び上記の開示目的を達
成するための追加情報を開示することが求められています。 

(a) 対象となる通貨及び当該通貨が交換可能でなくなる原因となった制限の説明 

(b) 影響する取引の説明 

(c) 影響する資産及び負債の帳簿価額 

(d) 使用された直物為替レート及び当該レートが以下のいずれであるか 

(i) 観察可能な調整されていない為替レート；または 

(ii) その他の見積技法を用いて見積られた直物為替レート 

(e) 企業が見積りに用いた見積技法の説明、並びに当該見積技法において用いたインプッ
ト及び仮定の定性的・定量的情報 

(f) 他の通貨に交換可能でないことにより企業がさらされているそれぞれのリスクについ
ての定性的情報、並びにそれぞれのリスクにさらされている資産及び負債の性質及び
帳簿価額 



5 

 

ポイント解説 

© 2023 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG global 
organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.  

在外営業活動体の機能通貨が表示通貨に交換可能でない場合、または、該当する場合、表
示通貨が在外営業活動体の機能通貨に交換可能でない場合には、企業は併せて以下の情報
も開示することが要求されています。 

(a) 在外営業活動体の名前、当該在外営業活動体が子会社、共同支配事業、共同支配企業、
関連会社、支店のいずれであるか、及び事業を行う主たる場所 

(b) 在外営業活動体の要約財務情報 

(c) 企業に在外営業活動体への財政的支援を要求する可能性のある契約上の取り決めの性
質及び条項（企業が損失を被る可能性のある事象及び状況を含む） 

 

（4）適用日及び移行措置 

本改訂は2025年1月1日以後開始する事業年度期首（適用開始日）から将来に向かって適用
し、比較期間を修正再表示することは禁止されています。なお、早期適用は認められてい
ます。 

適用開始日に、企業は以下によって改訂を反映します。 

(a) 企業が外貨建取引を機能通貨で報告しており、適用開始日において機能通貨が当該
外貨へ交換可能でない、または、当該外貨が機能通貨へ交換可能でないと結論付ける
場合、適用開始日において以下を行う必要があります。 

(i) 影響する外貨建貨幣性項目、及び公正価値で測定される外貨建非貨幣性項目を
当該日の見積直物為替レートで換算する。 

(ii) 当該改訂を適用したことにより生じる影響を期首利益剰余金の調整として認
識する。 

(b) 企業が機能通貨以外の通貨を表示通貨とする場合または在外営業活動体の機能通貨
建財務諸表を換算する場合で、適用開始日において機能通貨（または在外営業活動体
の機能通貨）が表示通貨へ交換可能でないと結論付ける場合、または表示通貨が機能
通貨（または在外営業活動体の機能通貨）へ交換可能でないと結論付ける場合、適用
開始日において以下を行う必要があります。 

(i) 影響する資産及び負債を当該日の見積直物為替レートで換算する。 

(ii) 企業（または在外営業活動体）の機能通貨が超インフレ経済下にある場合には、
影響する資本項目を当該日の見積直物為替レートで換算する。 

(iii) 当該改訂を適用したことにより生じる影響を為替換算調整勘定累計額への調
整として資本で認識する。 

 

（5）初度適用企業 

IFRS®会計基準初度適用企業に対する免除措置は定められていません。
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